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 佐賀市個人情報保護条例第８条第１項第５号の規定に基づき、下記のとおり貴審

査会の意見を求めます。  

 

記  

 

１．諮問内容  

  固定資産地図情報及び登記情報の目的外利用について  

 

２．目的外利用申請課  

  別紙のとおり  

 

３．目的外利用を行う保有個人情報の内容  

  別紙のとおり  

 

４．目的外利用を行う保有個人情報の利用方法  

  別紙のとおり  

 

５．目的外利用による効果  

  別紙のとおり  

 

６．利用開始日  

  平成１９年４月１日  



○固定資産地図情報及び登記情報の目的外利用一覧 

利用申請課 利用を行う保有個人情報の内容 
利用を行う個人情報

取扱事務の名称 
利用の目的及び理由、利用方法 利用による効果等 参照 

道路課 地番現況図（形状及び地番） 

登記地目 

登記地積 

佐賀市道管理業務 市道に関する各申請に対し、地番現況図と登記

情報を利用して、市道区域特定の参考にする。 

登記情報、現況の確認ができるため、管理業務を行う上で適正な判断がしやすくなり、市民サー

ビスの向上が期待できる。 

地番現況図及び登記情報を本業務に利用しないと、業務遂行の上で判断に時間を要するため、利

用する必要がある。また、利用申請課の職員も守秘義務を負っており、みだりに当該個人情報が公

開される恐れはない。 

資料１ 

建築課 地番現況図（形状及び地番） 

登記地目 

登記地積 

都市計画法第２９条

開発許可業務 

建築基準法業務 

(1) 既存宅地の確認 

既存宅地の証明に対し、地番現況図と登記情報

を利用して、証明発行や発行以降の既存宅地の管

理の参考にする。 

(2) 現況地の情報把握、（3）建築基準法関連 

建築に関する相談受け付け業務、確認申請審査

業務に対し、地番現況図と登記情報を利用して、

的確なアドバイス、審査をする際の参考にする。

登記情報、現況の確認ができるため、事務効率の向上が期待できる。また市民へ的確なアドバイ

ス等ができるようになり、市民サービスの向上も期待できる。 

地番現況図及び登記情報を本業務に利用しないと、的確なアドバイスができないため、各担当窓

口への案内等が不効率となり、時間や経費の面でも本人に負担をかけることとなるため、利用する

必要がある。また、利用申請課の職員も守秘義務を負っており、みだりに当該個人情報が公開され

る恐れはない。 

資料２ 

管財課 地番現況図（形状及び地番） 

登記地目 

登記地積 

普通財産管理業務 普通財産の管理業務にあたり、地番現況図と登

記情報を利用して、普通財産図や台帳を作成・管理

する際の参考にする。 

登記情報、現況の確認ができるため、財産図・台帳作成に関し事務効率の向上が期待できる。ま

た、市民への迅速な対応が可能となり、市民サービスの向上が期待できる。 

地番現況図及び登記情報を本業務に利用しないと、業務遂行の上で判断に時間を要するため、利

用する必要がある。また、利用申請課の職員も守秘義務を負っており、みだりに当該個人情報が公

開される恐れはない。 

資料３ 

下水道企画課 地番現況図（形状及び地番） 

登記地目 

登記地積 

下水道受益者負担金

（分担金）賦課徴収業

務 

下水道受益者負担金の賦課徴収業務を行う上

で、地番現況図と登記情報を利用して、下水道の接

続可能となる家屋を把握するための参考とする。 

登記情報、現況の確認ができるため、所有者等の把握も迅速・正確にできるようになり、事務の

軽減・適正な賦課が期待できる。 

地番現況図及び登記情報を本業務に利用しないと、利用申請課は改めて本人から収集しなければ

ならない等、時間や経費がかかるとともに、本人にも負担をかけるため、利用する必要がある。ま

た、利用申請課の職員も守秘義務を負っており、みだりに当該個人情報が公開される恐れはない。

資料４ 

河川砂防課 地番現況図（形状及び地番） 河川水路管理業務 河川水路の工作物設置・占用許可を行う上で、

法務局で交付される字図では、判断に迷うこともあ

るので、地番現況図を利用して、より正確な判断を

する際の参考にする。 

現況の確認ができるため、設置・占用許可等の際により正確な判断ができるようになり、市民サ

ービスの向上が期待できる。 

地番現況図を本業務に利用しないと、業務遂行の上で判断に時間を要するため、利用する必要が

ある。また、利用申請課の職員も守秘義務を負っており、みだりに当該個人情報が公開される恐れ

はない。 

資料５ 

個人情報の内容   １．地番現況図      固定資産税の業務遂行の参考資料として作成した地図。佐賀市では、国土調査済地区の地図と未済地区の地図を１枚にして利用している。 

                      国土調査済地区については、法務局で閲覧できる地図（地籍図）と同程度の精度を有する地図であるが、未済地区については航空写真等をもとに独自に作成した地図である。 

          ２．登記地目・登記地積  不動産登記簿の表題部の記載事項と同内容のものを保有している。 

                      市町村長は、登記所からの通知を受けた場合は、課税台帳に記載しなければならない。 

別紙 



ＧＩＳ統合による地図情報目的外利用上の問題点と注意点 
  
                            

資産税課 
 
 

はじめに 
ＧＩＳ統合による地図情報の取得は業務上非常に便利で効率的な作業とい

えます。 
一方、安易な使い方をすると、個人情報の流出や市民に多大な誤解を与え

ることになり、修復に時間と労力を費やし困難な状況になることが予想され

ます。 
そこで、地図情報の現状を理解され、慎重な利用をお願いします。 

 
 
１． 地番現況図の特徴 

・ 国土調査済地区と未済地区の地図を１枚にして作成している。 
国土調査済地区については、ほぼ法務局の字図と同じであるが、二

地目課税等の課税上の線を入れているので、地番と筆の形状が法務局

の字図とは違う土地もある。 
国土調査未済地区については、航空写真をもとに課税のために独自

で作成した地図なので、法務局の地図とは違う。 
・ 航空写真と地番現況図を重ねてしまうと、写真と地番が一致しないた

め、筆界の問題等混乱を招く恐れがある。 
 

 
 
２． 地番現況図の取扱いの注意点 

上記２．の特徴を踏まえて以下の点を厳守してください。 
・ 場所の確認程度に使用し、印刷不可。 
・ 市民への閲覧は厳禁。 
 
※毎年４月、地番現況図を使用する課の課長より、上記２点を厳守する

旨の誓約書の提出をお願いする予定です。 
 

   
３． 今後の方針について 

国土調査済地区については、印刷が可能にできるよう、技術的な面で、

検討中です。 
 






















